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（午後２時００分 開会） 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 それでは、定刻になりましたので、ただいまから令

和７年度第２回東京都動物由来感染症検討会を開会いたします。 

  皆様におかれましては大変お忙しいところ、ご出席くださいましてありがとうござい

ます。 

  環境保健衛生課動物愛護推進担当の葛西です。よろしくお願いいたします。 

  初めに、本日の会議についてご案内いたします。 

  本日は対面及びＭｉｃｒｏｓｏｆｔ ＴｅａｍｓによるＷｅｂ併用開催となっており

ます。髙藤委員、森田委員におかれましては、Ｗｅｂにてご出席いただいております。

また、感染症対策部防疫担当の職員と動物愛護相談センターの職員、計７名がＷｅｂに

て傍聴しております。 

  続きまして、資料等の確認をいたします。あらかじめ本日の資料はメールにてお送り

させていただきました。また、対面の方につきましては、お手元に議事次第、委員名簿、

座席表の３点を紙にてお配りしております。そのほかの資料や参考資料につきましては、

ペーパーレス取組推進のために、机上のタブレット端末に入れております。本日使用す

る資料は、既に端末画面に表示しておりまして、画面を右にスワイプすると次のページ

を表示することができます。戻るときは左にスワイプしてください。なお、画面の左上

にございます資料切替というボタンを押しますと、参考資料への切替をすることができ

ます。また、左上の戻るボタンを押して、上に表示される資料一覧という文字を押して

いただきますと、過去２年分の検討会資料が表示できますので、適宜ご参考にしていた

だければと思います。 

  不足等はございませんでしょうか。ありがとうございます。 

  次に、Ｗｅｂ出席の方へのお願いです。マイクは原則オフにしていただき、ご発言い

ただく際には挙手していただきまして、マイクをオンにしてご発言をお願いできればと

存じます。 

  それでは、以降の議事進行につきましては、貞升座長にお願いいたします。 

○貞升座長 座長を仰せつかりました健康安全研究センターの貞升でございます。よろし

くお願いします。 

  それでは、議事に入らせていただく前に、この会の運営について、再度、事務局から

ご説明をよろしくお願いします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 それではご説明いたします。本検討会は原則、公開

となります。また、資料及び議事録についても公開することとなっておりますので、あ

らかじめご承知ください。 

  この会議につきましては、ホームページにて会議の案内を告知しておりますが、本日

につきましては、一般の傍聴希望の方はいませんでした。 

  以上です。 
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○貞升座長 ありがとうございます。 

  それでは早速、議事に入らせていただきたいと思います。 

  本日の議題１、令和７年度動物由来感染症調査実施結果について、中間報告でござい

ますが、その１から４までの事項について事務局からのご報告を受け、委員の皆様方か

らご意見を頂戴したいと思います。 

  それでは、事務局から調査結果についてご説明をよろしくお願いします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 では、資料に沿って、まず、令和７年度第一種動物

取扱業における動物由来感染症調査実施結果についてご説明いたします。 

  資料は、資料１－１と１－２になります。 

  まず資料１－１が、動物取扱業の「販売」、いわゆるペットショップにおける調査結

果です。調査は７月から１０月の間に、都内で「販売」の登録を受けている第一種動物

取扱業者のうち８施設を対象とし、そこで販売されている犬５２頭、猫２２頭、合計 

７４頭について病原体保有実態調査を行いました。 

  内訳の詳細については、資料をご覧いただければと思います。 

  検査項目と検査方法についてですが、まず、飼養実態調査につきましては、飼養状況

についてペットショップの従業員から聞き取りを行いました。 

  次に、病原体保有状況調査ですが、検査項目、検査方法については、表１にお示しし

たとおりです。 

  次のページに進んでいただきまして、５番の実施機関ですが、検体の検査は健康安全

研究センターにて実施しております。 

  ６番の結果です。調査した８施設の飼養管理状況が表２にお示ししたとおりになりま

す。施設Ｃの定期的なシャンプーの項目が×となっておりますが、こちらは体が汚れて

しまったときですとか、必要であれば都度、実施すると聞き取っております。 

  また、同じく施設Ｃの飼養施設の点検記録について、×になっておりますけれども、

こちらは当日の清掃状況はホワイトボードでチェックを記入する形式となっておりまし

て、記録の保管がされていなかったために指導しております。 

  施設Ｆの体調異常の項目が○となっておりますが、こちら、下の米印にも記載させて

いただいておりますが、こちらの調査の対象ではない同居の成犬において粘液便が１回

確認されたため、○としていると聞き取っております。 

  次のページに進んでいただきまして、（２）の病原体保有状況調査ですけれども、ま

ず、表３が糞便検査の結果です。表にありますとおり、毒素原性大腸菌（ＥＴＥＣ）、

病原血清型大腸菌（ＥＰＥＣ）、あとは糞線虫、ジアルジアが検出されております。 

  続いて被毛の検査結果ですが、表４のとおり犬で１０検体、猫で９検体から皮膚糸状

菌が検出されております。 

  次のページに進んでいただきまして、施設別の検査結果です。表５には犬、表６に猫

の施設別の検査結果をお示ししております。 
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  表５、犬の検査結果では、毒素原性大腸菌や病原血清型大腸菌、糞線虫、皮膚糸状菌、

ジアルジアについては、Ｃ型とＤ型が検出されております。施設Ｆでは全頭でジアルジ

アが検出される結果となっております。こちらの施設Ｆにつきましては、２ページ前の

表２にも記載がございますけれども、自家繁殖で群管理をしている施設になりまして、

同居犬を含めて駆虫治療を実施していただいております。 

  表６、猫の結果ですけれども、病原血清型大腸菌、皮膚糸状菌が検出されております。 

  （３）の陽性個体への対応状況ですけれども、これらが確認された各施設におきまし

ては、動物愛護相談センターから必要に応じてかかりつけ獣医師に診察や治療などの相

談を行うように口頭で指導を行っております。あわせて、検出された細菌や寄生虫の特

徴などを記載した文書も配付しておりまして、再検査についても案内しているところで

す。今年度、再検査につきましては、施設Ｄにおいて病原血清型大腸菌が検出された個

体について、抗菌薬による治療後に再検査を実施いたしまして陰性を確認しております。 

  以上が資料１－１に関する説明となります。 

  次のページに移っていただきまして、資料１－２をご説明いたします。 

  こちらは、動物取扱業の種別「展示」における調査結果となります。 

  調査対象は、動物園のふれあい展示に供されている動物のうちで、過去の調査で病原

体の検出率が高い反芻動物や豚としております。 

  今年度は動物園Ａにおきまして、ふれあい展示に供されているヒツジ２頭、ヤギ２頭

の糞便を対象として調査を行いました。 

  調査期間、調査項目及び検査方法につきましては資料に記載のとおりです。 

  ６番の実施機関ですが、こちらも健康安全研究センターにて検査しております。 

  次のページに進んでいただきまして、７番の結果についてです。表２－１のとおり、

対象動物全てにおいて、調査対象の病原体は分離されませんでした。 

  また、次のページに移っていただきまして、８番の調査結果への対応についてです。

全ての動物で陰性となりましたため、治療や再検査などの対応はございませんでした。

陽性結果が出た場合は、厚生労働省のガイドライン等に基づき、対応を行う計画となっ

ておりました。 

  続きまして、９番、動物園における動物と接触する人に対する注意喚起についてです。

日常的に実施している注意喚起や施設の状況を確認しております。ふれあい広場近くに

手洗い場がありまして、小さな子供でも容易に手洗いができるように踏み台が設置され

ていました。ハンドソープや消毒用アルコールも十分量用意していたほか、利用者への

手洗いを促すポスターが掲示されていることも確認しております。 

  動物取扱業の調査については以上です。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  資料１－１の説明と資料１－２の説明がございました。ペットショップと動物園Ａに

おける検査結果、調査結果です。ペットショップに関しましては、ジアルジアと皮膚糸
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状菌が採れているというところがございますが、それに関しましては、治療まで進めら

れているということ。動物園Ａに関しましては、ＥＴＥＣ等の病原体は出ていないとい

うところでございますが、ご質問、コメント等、先生方からいかがでしょうか。 

  髙藤先生、どうぞ。 

○髙藤委員 よろしくお願いいたします。東京都獣医師会の髙藤です。 

  １－１の販売されているわんちゃんや猫ちゃんなのですけれども、子犬という認識な

のですけれども、年齢、月齢なんかはどれくらいの範囲にいる犬猫なのかということと、

オークションやブリーダーさんから子犬たちって来ているかと思うのですが、その施設

に、どれくらいの期間いるのかというところが気になったのですけども、その辺のとこ

ろは分かっていますでしょうか。 

○貞升座長 いかがでしょうか。販売されているということで、多分若年かなというのは

思うのですけど、その辺の資料はございますでしょうか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 大半の対象の動物は、やはり販売用の個体というこ

とで子犬ですとか子猫という形になります。表２におきまして、導入元ですとかもお聞

きしているところではあるのですけれども、どこで入ってくるのかというのは、そこま

では、この検査結果だけではなかなか難しいところではあります。 

○髙藤委員 ありがとうございます。要するにそのペットショップさんなのか、その販売

施設に来てどれくらいたって検体が採取されたものなのかというところがちょっと気に

なったので、すぐ来て採取しているのか、僕はペットショップさんに犬や猫がどれくら

いいるのかというのは分からないのですけれども、長い期間いるのか、その辺のところ

で、特に若い個体ならば、ある程度というか、推測もできるのかなと思ったので、もし

そういう記録ができるのならばしたほうがいいのかなと思って質問させていただきまし

た。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  事務局から何か追加はございますか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 導入時期というのも調査の中でお聞きはしていると

ころです。施設によっていろいろではあるのですが、長いので施設に来てから半年です

とか、短いと１か月とかというところで、施設によって異なるところがございます。 

○貞升座長 長くて半年、短くて１か月ということですけど、これ、研究科のほうで皮膚

糸状菌あるいはジアルジアに関して、大体どれぐらいいれば感染というようなデータと

か、何かありますかね。なかなか難しいかなと思うのですけど、もし何かご意見があれ

ば。多分、データとしてはないかなとちょっと推測するのですけど、いかがでしょうか。 

○健康安全研究センター微生物部食品微生物研究科主任研究員 皮膚糸状菌に関しては、

サンプルが、毛の量が毎回違いますので、出ている数が多い、少ないというのは、ちょ

っとなかなか言えないところですね。どのぐらいの数がいれば感染するかというのも、

ちょっと文献上、あまり見たことがないので分からないです。 
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○貞升座長 ありがとうございます。 

ジアルジアに関して、どうですか。 

○健康安全研究センター微生物部病原細菌研究科長 どれぐらいの期間で感染するかとい

うのは、実際難しいところがあると思うのですけれども、この資料にあった施設のＦが

一番高率に出ていて、飼育の方法が違うというお話があったのですけども、その他でも、

ＡとかＢとかＥというと、大体半分以上検出されているところは、Ｆとは管理の方法が

違うようですので、ちょっと一概には言えないところがあって難しいかなとは思ってい

ます。 

○貞升座長 感染期間としては、短くとも数週間ぐらいあれば、多分感染が成立するかな

という感じはしますけど。 

○健康安全研究センター微生物部病原細菌研究科長 ちょっとはっきりした数字とかは分

からないと思いますが。 

○貞升座長 今、森科長からご説明があったように、Ｆだけちょっと特殊で、自家繁殖と

いうことなので、そういった意味では、ここは少し考えるところがあるかもしれません

けども、ほかのところは結構ばらついているので、どこで感染したかどうかが分からな

いというところがあるのですが、自家繁殖に関しては、少し気になるところは確かにあ

るかなと思います。 

  ほかに先生方、いかがでしょうか。 

  それでは、また後ほどでも構いませんので、先に進めさせていただきたいと思います。 

  それでは、次の調査についてよろしくお願いします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 では、資料２の令和７年度動物病院における動物由

来感染症モニタリング事業結果についてご説明いたします。 

  このモニタリング事業は、モニタリング調査とサンプリング調査の２本立てで構成さ

れておりまして、都内の動物病院のご協力をいただいて、あらかじめ指定した動物由来

感染症の発生状況を把握し、啓発などに活用することを目的としています。 

  ２番に事業概要のフロー図がございますが、事業の一部は東京都獣医師会に委託して

行っています。また、検査につきましては、民間の検査機関と必要に応じて健康安全研

究センターで実施しております。 

  まず、モニタリング調査からご説明いたします。 

  実施期間などは資料のとおりです。 

  調査対象は表のとおりですけれども、犬と猫で一番下の１行が異なっておりまして、

犬では犬ブルセラ症、猫ではトキソプラズマ症を対象としております。 

  調査方法ですが、東京都獣医師会にご指定いただきました動物病院２０病院におきま

して、月ごとの診察頭数と感染していると診断した頭数の報告を受けるという方法で行

っています。 

  次のページに移っていただきまして、サンプリング調査です。 
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  調査対象及び検体数ですが、対象とする病原体が二つございます。まず一つ目が大腸

菌で、こちらは病原体定点としている６病院において、飼い主から了承を得られた犬の

糞便７８検体及び猫の糞便７８検体、計１５６検体を対象としています。二つ目が 

ＳＦＴＳウイルスで、病原体定点６病院において、犬または猫の口腔スワブ３検体、計

１８検体を対象としました。 

  あわせて、昨年度に引き続き、可能な範囲で外飼いの猫からの採取をお願いしており

ます。 

  実施期間は資料のとおりです。 

  調査対象とする病原体及び調査方法ですが、大腸菌につきましては病原体定点の病院

から検査機関に検査を依頼しまして、大腸菌が検出された場合は、健康安全研究センタ

ーに菌株を送付し、腸管出血性大腸菌と薬剤耐性大腸菌について検査を実施します。 

ＳＦＴＳウイルスにつきましては、健康安全研究センターに検体を動物病院から直

接送付していただきまして、検査を実施しております。 

  ３番の調査結果についてご説明いたします。 

  まず、（１）のモニタリング調査ですが、この調査は年度末までの実施となっており

ますため、今回お示ししているものは、昨年１２月末までの中間報告となります。実施

頭数と内訳は資料のとおりです。区部と多摩部とで分けて記載しております。 

  次のページに進んでいただきまして、まず、犬の診断状況についてです。表１には内

訳を記載しております。表の下のほうに総計がございまして、陽性となった項目は、皮

膚糸状菌症、回虫症、コリネバクテリウム症となっております。ご参考として、令和６

年度の結果もつけております。１２月末時点での受診頭数は昨年度並みですけれども、

皮膚糸状菌症と診断された頭数が昨年度よりも増加しております。 

  次のページに移っていただきますと、猫の診断状況の結果をお示ししております。猫

で陽性となった項目は、皮膚糸状菌症、回虫症、コリネバクテリウム症となっておりま

す。猫では犬とは反対に、皮膚糸状菌症、回虫症と診断された頭数が昨年度より減少し

ている様子がうかがえます。 

  次のページにまいります。 

  （２）のサンプリング調査ですが、こちらも１２月末までの中間報告となります。検

体数や内訳は資料のとおりです。表３が大腸菌の調査結果です。犬の総計の部分で、調

査した５３検体中４９検体で大腸菌が分離されました。猫につきましては４０検体中 

２７検体で大腸菌が分離されました。検査機関で分離した大腸菌株につきまして、健康

安全研究センターで腸管出血性大腸菌のベロ毒素遺伝子の有無を確認するとともに、薬

剤感受性試験を実施しております。 

  まず、腸管出血性大腸菌ですけれども、表４に記載のとおり、検査した犬、猫の菌株

いずれからもベロ毒素遺伝子は検出されませんでした。 

  薬剤耐性菌の検出状況ですが、犬については２０株、猫については６株について、薬



7 

剤耐性菌が検出されました。 

  次のページ、表５に犬で検出された２０株について、薬剤耐性の詳細を、またその次

のページの表６に猫で検出された６株の詳細をお示ししております。 

  なお、この腸管出血性大腸菌と薬剤耐性菌の検出結果につきましては、ご協力いただ

きました動物病院に、それぞれの検体分の結果について情報提供をしております。 

  次に（３）がＳＦＴＳウイルスの検査結果です。検査は犬３頭、猫１５頭を対象に実

施しました。このうち、屋外でも活動する猫は４頭、また、屋外飼養の犬が１頭おりま

した。検査結果は、１８検体全てでＳＦＴＳウイルス遺伝子は検出されませんでした。 

  以上が今年度の調査結果となります。 

○貞升座長 ありがとうございます。ただいまのご説明に関しまして、ご質問、コメント

等、いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

  犬の診断状況、猫の診断状況、それからサンプリング調査として大腸菌のＥＨＥＣが

あるかないか、それから薬剤耐性を見ていただいております。それから、同じくサンプ

リング調査としてＳＦＴＳのウイルスの検査を犬と猫でやられておりますが、いかがで

しょうか。 

  コリネバクテリウム菌が採れているのですけど、ウルセランスかどうかとかという情

報はいかがでしょうか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 犬で１頭と猫で１頭、診断があったということでご

報告はいただいているのですが、ウルセランスかどうかというのは分からないという状

況です。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  いかがでしょうか、先生方。ご質問、コメント、いかがでしょうか。 

  中村先生、どうぞ。 

○中村委員 私もコリネバクテリウムが何の種なのかは気になったのですけど、もう既に

聞かれているので。 

  あと、よく見ると回虫症も時々出ていて、ちょっと私も今まで資料を見ていて、昨年

もそういえば１匹、２匹出ているんだなと思って、これは子犬じゃないかと思うのです

けど、猫もですけど、珍しいなと思って。素性は分からないですよね。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 年齢は大体、猫で１か月、４か月の個体。犬で４か

月、７か月の個体というところです。１頭につきましては、母犬からの感染も考えられ

るという特記事項が書いてあるのですが、感染源については分からないです。 

○中村委員 野良犬とかだったのですかね。いや、日本国内で犬回虫症、回っているんだ

ろうなと思いつつ、そのデータがないので、このデータを改めて見直して、あれって、

思ったので聞いたのですけど。 

○貞升座長 髙藤先生、すみません。ご指名で申し訳ありません。臨床上、犬回虫症とか

猫回虫症というのは、先生から見てどういうふうにお考えでしょうか。 
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○髙藤委員 犬回虫、猫回虫、決して珍しいことでは全くなくて、僕の地域は比較的室内

飼いで、犬も猫も予防を、ノミとかダニとかフィラリアの予防薬で回虫は駆虫できてし

まうので、今、極めて東京では珍しくなったのですが、外で飼っている子、外の猫さん

だとか、外で飼われていて予防をしていないわんちゃんから出るということは日常的に

あることで、決して珍しいことではありません。ただ、予防薬の発展によって極めて珍

しくなった。僕が獣医になった頃、２０年以上前は、もう一般的に便検査をすれば回虫

卵が見つかってくるというような状況でした。少し減ってきているとは思いますが。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  中村先生、よろしいですか。 

○中村委員 ありがとうございます。ちょっとそういう認識がなくて。犬猫が回虫を持っ

ていても人に直接害はないことがほとんどなのですけど、いや、ちょっと改めてデータ

を見て、面白いなと思って、質問させていただきました。ありがとうございます。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  ＳＦＴＳに関して、研究科から何かご意見はございますか。 

○健康安全研究センター微生物部ウイルス研究科長 こちらにお示ししたとおりでして、

これまでのところ、陽性例は得られておりません。 

○貞升座長 というところで、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  では、先に進めさせていただきます。次、よろしくお願いします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 続きまして、資料３、令和７年度動物愛護相談セン

ターにおける動物由来感染症調査結果について、こちらは城南島出張所長の藤澤よりご

説明いたします。 

○動物愛護相談センター城南島出張所長 それでは、令和７年度動物愛護相談センターに

おける動物由来感染症調査結果について、ご説明します。資料３をご覧になってくださ

い。 

  １、犬と猫の寄生虫調査について。令和７年４月から令和８年１月までに犬５頭延べ

検体数５、猫２５頭延べ検体数３４の直接法、浮遊法による糞便検査と、犬５頭、猫１

１頭の解剖検査による虫体確認を行いました。なお、動物愛護相談センターで虫卵や虫

体の同定が困難な場合は、健康安全研究センター微生物部病原細菌研究科寄生虫研究室

に同定の協力を依頼することとしております。 

  （４）結果です。①糞便検査では、全ての検体から虫卵などは検出されませんでした。

②解剖検査では、猫１頭から猫条虫が検出されました。 

  続きまして、２、犬及び猫のＳＦＴＳウイルス遺伝子モニタリング調査についてです。

令和７年４月から令和８年１月までに、犬及び猫の口腔拭い液、犬１頭、猫４４頭から

検体採取し、健康安全研究センター微生物部ウイルス研究科においてリアルタイム 

ＰＣＲによる検査を行いましたが、全ての検体でＳＦＴＳウイルスは検出されませんで
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した。 

  以上になります。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  資料３のご説明でございました。犬と猫の糞便の検査、回虫、イソスポラ属の条虫等

の検査で、猫の条虫が解剖事例から１頭出ているというようなご報告でした。そのほか、

ＳＦＴＳの検査をして全て陰性ということでございますが、ご質問、コメント等はござ

いますでしょうか。 

  １点、差し支えなければ教えていただきたいのですが、犬の解剖はなかなか、あんま

りやられないと思うのですけど、この５頭はとても弱っていたとか、何か状況があった

のでしょうか。差し支えない範囲で教えていただければと思います。 

○動物愛護相談センター城南島出張所長 対象とした犬なのですけれども、譲渡が難しい

ということで致死処分せざるを得ないようなものを致死処分ということで検体に供して

いるのですけれども、症状としては、それなりにあったものもあれば、ないものもある

というところです。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  いかがでしょうか。ご質問、コメント等、ございますでしょうか。 

  鈴木先生、どうぞ。 

○鈴木委員 ちょっと次の資料の先取りにもなるのですけど、５頭というのは、この狂犬

病調査の５頭とは別、両方５頭ですけど、別の動物ということですか。 

○動物愛護相談センター城南島出張所長 いえ、犬の致死処分にせざるを得ないような頭

数というのは、東京都ではとても減っていて、この致死処分の５頭は、狂犬病検査の５

頭とほぼ同じです。 

○鈴木委員 なるほど。分かりました。ありがとうございます。 

○貞升座長 いかがでしょうか。そのほか、ご質問、コメント等はございますでしょうか。 

  このＳＦＴＳに供した猫の検体に関しては、これは症状がある猫もない猫も含んでい

るという理解でよろしいのでしょうか。 

○動物愛護相談センター城南島出張所長 令和７年度の検査対象は、検体は、負傷動物で、

こちらも予後がよろしくなくて譲渡にできない猫たちなので、この部分に関してはほと

んどのものが衰弱、脱水、いろんな症状を持っています。 

○貞升座長 そういった意味では、東京都で把握できる、先ほどの例もそうなのですけど、

動物愛護相談センターの中で調子が悪い猫を調べてみた結果、ＳＦＴＳウイルスを持っ

ているのは１頭もいなかったというようなことは言えるというところでよろしいのです

かね。 

○動物愛護相談センター城南島出張所長 はい。ＳＦＴＳの検査対象は、全く健康なもの

というのはほぼないと思っていただいて大丈夫です。 

○貞升座長 そういう意味では、ほとんどないのか、どこかにいるのかもしれないけど、



10 

収容されていないという状況なのでしょうかね。 

  いかがでしょうか。ほかに、ご質問、コメント等はございますでしょうか。 

  また後ほどでも構いませんので、では、先に進めたいと思います。 

  それでは次、よろしくお願いします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 では、資料４の令和７年度狂犬病調査結果をご覧い

ただければと思います。今年度も厚生労働省の実施要領に基づきまして、都内の犬と野

生動物を対象とした調査を実施しております。今年度は犬につきましてはＣ群を５頭、

野生動物についてはＢ群のタヌキ２頭を検査しています。分類の詳細は資料をご確認く

ださい。 

  次のページに移っていただきまして、２の調査実施機関ですが、犬につきましては、

脳からの検体採取は動物愛護相談センターで行い、健康安全研究センターで遺伝子検査

を行っています。野生動物につきましては、検体採取から遺伝子検査、抗原検査を健康

安全研究センター、当課、動物愛護相談センターの３者で実施しています。野生動物の

検体自体は環境局からの提供となっております。 

  ３の調査結果ですが、表１のとおり、いずれも陰性となっております。 

  以上が今年度の結果でございます。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  狂犬病の調査結果でございました。厚労省の通知に基づいた検査ということで、脳検

体の蛍光抗体法とＲＴ－ＰＣＲの結果、どちらも陰性というところでございますが、ご

質問、コメント等はございますでしょうか。いかがですか。 

  これ、全然関係ない話なのですけど、こう傷事件というのは都内で起きているのです

か。犬のこう傷事件みたいなものは。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 そうですね。動物によるそういったこう傷事故が起

きた場合、こう傷事故の発生届というのを飼い主の方から出していただく必要がござい

ます。 

○動物愛護管理専門課長 こう傷事故の届出が、特別区内ですと保健所のほうに犬の場合

は届出が来まして、多摩地域の場合は動物愛護相談センター、それから八王子、町田は

それぞれの保健所に提出されるという形になります。今、その届出の数は、残念ながら

実は増えつつあります。 

○貞升座長 え、そうなのですか。 

○動物愛護管理専門課長 問題視しているところ、課題と思っています。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 届出の件数は昨年度１年間で６２９件でした。 

○貞升座長 都内で６００ですか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 都内全部です。令和４年度、５年度、６年度と、 

４７６件、５３０件、６２９件と右肩上がりで上がっています。 

○貞升座長 １日、１例から２例起きている。ただ、観察期間内に犬は死んでいないとい



11 

うことですよね。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 はい。 

○貞升座長 死ねばカテゴリーはＡ群になるということですよね。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 はい。事故発生届の中で、どういった状況で事故が

発生したかというのもお届けいただくのですけれども、大体がリードで運動中に近くを

通った方をかんでしまう。なので、散歩時に擦れ違ったときにかまれてしまったという

ような事例が多いというような状況になっております。 

○貞升座長 ありがとうございます。大変、勉強になりました。ありがとうございます。 

○中村委員 その届出は、獣医師からですか、医療機関からですか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 飼い主から保健所ですとか動物愛護相談センターに

出していただいて、飼い主は、その犬について狂犬病の疑いがないかどうかの検診を受

けるという流れになります。 

○中村委員 国内でかまれて狂犬病が心配という方が、年に１例あるか２例あるかぐらい

は、病院、医療機関、私たちのところにもあるのですけど、飼い主さんが保健所に届け

ているというのは全く知らなくて、国内で飼っていて、狂犬病のワクチンを毎年受けて

いたら大丈夫ですよって、そのかまれた傷の処置だけしてお帰りいただくことが多いの

ですけど、そこはちょっとすみません、私も結びついていなくて、やっぱりズーノーシ

スを扱う以上、動物側の調査の結果と人の結果もどこかリンクをさせなきゃいけないな

と思っていて、何かその方策、前回も私はもしかしたら言ったかもしれないですけど、

やっぱりどこかですり合わせないと、動物は動物だけとか、人は人だけとか。人の臨床

医も、動物の情報がないと、確かにどのぐらいその病気を考えなきゃいけないかという

情報がないと難しいので、やっぱりすり合わせとか情報発信が今後要るかなと思いまし

た。ありがとうございます。勉強になりました。 

○貞升座長 実際、かまれた後、狂犬病というのはなかなかないと思いますけど、カプノ

サイトファーガとか、ＳＦＴＳもそうですし、猫ひっかき病もそうですけど、そういっ

たものの母体となる重要な数値ということで中村先生は多分おっしゃっていると思うの

で、また引き続きよろしくお願いします。大変勉強になりました。 

  ほかにいかがでしょうか。ご質問、コメント等はございますでしょうか。 

○鈴木委員 今のお話についてなのですけど、その６００件とかあるというのは、やっぱ

り届け出られるというのは、基本的に自分の犬が誰かほかの人をかんでしまったという

ケース。自分の、飼い主なり家族なりがかまれてしまって届け出るというケースもある

のですか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 はい。ご自身のご家庭でというパターンもございま

す。 

○鈴木委員 なるほど、ありがとうございます。 

○貞升座長 よろしいですか。 
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  ほかにいかがでしょうか。ご質問、コメント等はございますでしょうか。 

  それでは、次に分析と評価に向けた検討ということで、これは全部まとめてというと

ころですかね。今までのデータの解析を含めまして、中間報告ではございますが、何か

ございますでしょうか。 

  一つ、すみません。ちょっと質問をし忘れたのですが、先ほどの動物園のところで東

京都のポスターをという話があるのですけども、これは、東京都の都内の動物園にかな

り配られているという感じなのでしょうか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 今回の動物園に貼っていただいていたのは東京都の

ポスターではなかったのですけれども、調査で伺ったときにお渡しをしてきたところで

はございます。 

○貞升座長 もし在庫があるのだったら新たに配るのもいいかなって、ちょっと勝手に思

っています。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 ありがとうございます。 

○貞升座長 いかがでしょうか。 

  先生、どうぞ。 

○中村委員 資料２ですかね。動物病院で病原体を調べたというやつがあって、猫でトキ

ソプラズマも対象にされていたと思うのですけど、トキソプラズマ、ずっと出ていなく

て、そして世界的にもというか、やっぱり猫はそんなに人への感染のリスクにはならな

くて、生肉を食べたりとかというほうが、最近は何かカキとかそういうのも濃縮されて

持っているなんていう話もあったりとか、ほかの哺乳類もトキソプラズマを持っていて、

その哺乳類がほかの人へ感染するかどうかは別として、いずれにしろ、食品媒介寄生虫

症の要素も強くて、ちょっとトキソプラズマを猫で調べるのは、費用をかけるのはどう

かなというのもあるのと、あと、そういう食品関係で、食品関係だとどうしてもＯ－１

５７とか、出血性大腸菌とかになっちゃうかもしれないのですが、トキソプラズマはや

っていないのかな。あれば、何かデータをお互いに、それこそ共有してもいいのかなと

ちょっと思ったので聞かせていただいたのですけど、いかがですかね。多分、ほかの委

員会とか、研究のあれはないかもしれないですが。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 まずトキソプラズマの、前も恐らく、オーシストが

出る期間がなかなか短いみたいなお話があったりというところもありますけど、やはり

一般的に猫だとトキソプラズマの原因になりやすいというような、一般の方に対しては

そういう情報がやっぱりまだ広がっているところもある中で、こういった形でゼロとい

うのをお出しするのも一定の意味があるのかなと考えているところではあります。 

  あとは食品のトキソプラズマの検査情報は、こちらで今現在、持ち合わせておりませ

ん。 

○貞升座長 その辺の情報、何かお持ちの方はいらっしゃいますか。あんまり出ていると

いう情報は、確かにそちらのほうも聞かないのですけども。恐らく、猫はトキソプラズ
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マの終宿主ですよね。ですから、そこを押さえるのが一番いいのかなという単純な発想

だと思うのですけども。何年か前に、東日本のところで鯨の生食を食べてトキソプラズ

マ疑いというのが、感染研のＩＡＳＲにもたしか載っていたと思うのですけども、やは

り、先ほど中村先生のほうからカキという話も出ましたけど、海にいる動物もなぜか持

っているところがあって、ライフサイクルはどう回っており、終宿主は何なのかなって、

とても疑問です。なので、トキソプラズマは、もう昔の病気ではあるのですけども、私

も個人的にすごい興味があるところです。ただ、終宿主が他に何かいるのかというと、

猫しか多分いないので、猫を押さえているのが一番いいのだとは思う概念で、多分、検

査をされていると思います。残念なことに、実際には、多分、トキソの抗体検査の試薬

もあんまり売ってないのですよね。 

○中村委員 そうですね。人の診断もすごく苦労するのと、どうしても私たちが診るのは、

先天性か新生児の症例なので、熱帯病治療薬研究班というところが、そのトキソプラズ

マの治療薬を特定臨床研究でやっているのですけど、症例はそれなりにあるんですよ。

それなりって、１００も２００もないですけど、幾つかやっぱり登録されているので。

猫ももちろん大事で、土いじりしていませんかとか聞きますけど、多分、大多数はやっ

ぱり生肉を食べましたというのが聞き取れることが多くて、やっぱり食肉なんだろうな

って、正直、思っているのですけど。 

○貞升座長 この辺、髙藤先生、鈴木先生、いかがでしょうか。ご意見等はございますで

しょうか。コメントがもしありましたら、よろしくお願いします。 

○髙藤委員 僕は臨床医として、やっぱり猫がちょっと悪者になっているなと。オーシス

トを排出するのって一、二週間の間で、猫から感染するということは、そうそうないん

だろうなと思いながら、調査としてはやはり必要なことなのかなと。僕も昔に、山口県

で保護した猫で１件、神経症状が出たトキソの子猫を診たことはあるのですが、それだ

けです。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  鈴木先生、もし何かコメントがあれば、よろしくお願いします。 

○鈴木委員 特段、私からということではないのですけど、やっぱり少し前だと、今もそ

うかもしれませんけど、例えば砂場に猫を入れないようにというのは、まさにこれが念

頭にあってということがあったと思うのですけど、そういうところで、もしそれが過剰

に受け取られているということであると、やっぱりそういうことがすごく広まっている

というところも、何ていうんですか、そういう意識を皆さんが持つというところの一つ

の理由にはなっているのかなと思うのですが。ただ、それが、例えば砂場に猫を入れな

いようにするというのが、トキソプラズマだけのことではないかもしれないので、その

リスクというのは総合的に考えなきゃいけないのだと思うのですけど、一つ、象徴的な

ことは、そういう対策が一般的に取られることが多いというのは、一般の皆様の念頭に

あるのかなと思うのですけど。 
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○貞升座長 ありがとうございます。恐らく、昔の教科書的なものとかもかなり変わって

きていて、すみません、思い出しました。鯨の関係は、サルコシスティスと、あとはト

キソプラズマ様のものがあって、今までは捕鯨に関してはなかなか採れなくて、採っち

ゃいけなかったんですけど、国際捕鯨委員会から脱退したということがあって、採れた

鯨を生で食べたことがあって、サルコシスティスとトキソプラズマ感染の疑いだったと

思います。ただ、トキソプラズマの抗体検査がなかったので、確定ができなかったとい

う内容であったと思います。それで、鯨のお肉からはトキソプラズマが出てきたのです

けど、じゃあ、ライフサイクルがどう回っているのかというのが、非常に疑問視されま

した。豚の肝臓とか豚の肉というのは、多分しっかりと検査をされているので問題はな

いですが、やはり肉といっても、いろんな、我々がまだ見ていないところがあるかもし

れないというのが、ちょっと個人的に感じます。 

  この件、あるいはそのほかでも構わないのですけども、コメントがある方はいらっし

ゃいますでしょうか。 

  どうぞ。 

○髙藤委員 お願いします。そこと同じセクションだったのですけど、犬のブルセラにつ

いても、一般の動物病院で出るものなのかなというような気がしております。ブリーダ

ーさんだとか、そういうところでは、今、室内飼育がほとんどという状況で、調査です

から、大事なこと、人にも感染しますし大事だとは思うのですが、これもどうかなって。

僕はブルセラを見たことはないです。聞いたことも、いろいろ研究会なんかでやるんで

すが、あまりブルセラが出たって東京で聞いたこともないので。東京の開業の病院で出

るか、どうかなともちょっと思います。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  ブルセラ症に関しまして、ご質問、コメント等はございますでしょうか。 

  どうぞ。 

○鈴木委員 私も実際、発生の数というのは何とも言えないのですけど、やっぱりブリー

ダーさんではそれなりの発生が、今年度も他の県とかでは実際に発生して、人にうつっ

たという例もあります。リスクは、ハイリスクの人がある部分に限定しているかもしれ

ませんけど、あるとは思います。抗体保有率も、まだ多分、１から３％ぐらいあるので。

ただ、その抗体保有率があるということと、まさに先ほど来、いろんな感染症で話に出

ている、人にそれが直ちにリスクがあるかどうかというところは、また別の話ではある

と思います。ただ、極めて少数な例かもしれませんけど、実際にブリーダーさんがブリ

ードした犬の流産に立ち会って感染したというケースは、今年度も報告はありますね。 

○貞升座長 ちなみにそれは、関東近県とか、あるいは。 

○鈴木委員 報告が上がっているので、特段伏せる必要はないと思いますので、今年度の

場合は、愛知県ですね。 

○貞升座長 愛知県ですか。ありがとうございます。地域差もひょっとするとあるのかも



15 

しれないですかね。ただ、ゼロではないけど、たまにあるというところがあって、たま

に人の事例が報告されるというところでございましょうか。 

  ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

  また後ほどでも構いませんので、では、事務局はただいまの検討内容を踏まえていた

だいて、調査結果の取りまとめやホームページへの掲載等の対応をよろしくお願いいた

します。 

  それでは、議題の２に移りたいと思います。 

  令和８年度動物由来感染症調査計画について、１から４までの事項について事務局か

らご説明をよろしくお願いします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 それでは、令和８年度、来年度の各事業についてご

説明いたします。まず資料５をご覧いただければと思います。 

  令和８年度第一種動物取扱業における動物由来感染症調査計画について、ご説明をい

たします。 

  最初のページには、販売業と展示業についてまとめて記載をしております。来年度に

つきましても、動物取扱業者への自主管理導入の推進を目的としまして、第一種動物取

扱業の「販売」と「展示」の登録施設を対象に調査を実施いたします。 

  次のページ以降で詳細を記載しておりますが、販売業につきましては、今年度と同様

の調査計画として、経時的な変化を追える内容としております。 

  展示業につきましては、平成２３年度から今年度にかけまして、主に屋外でふれあい

展示を行う動物園等を対象とした病原体保有状況調査を実施しまして、その結果に基づ

いて事業者への助言、指導を行ってまいりました。この調査により蓄積したデータ等を

基に、来年度につきましては、不特定多数の利用者が屋内施設でより身近に動物と触れ

合う動物カフェ等を対象として、施設内のふき取り検査による衛生管理調査を予定して

おります。 

  まず次のページ、別紙１の販売業における計画をご覧いただければと思います。 

  ２番、対象業者としまして、都内の販売業者８施設程度について、３番、対象動物及

び検体としまして、犬猫の糞便と被毛を１施設当たり５から１０検体、合計で４０から

８０検体を予定としております。本年度までは１施設当たり１０検体としておりまして、

対象施設が取扱動物の多い施設に限られておりました。次年度計画では、検体数に幅を

持たせることで、より多くの施設を対象としたいと考えております。 

  実施期間、検査項目、検査方法等は資料に記載のとおりで、検査項目につきましても

今年度と変更はございません。 

  次のページに移っていただきまして、１０番の陽性検体検出時の対応をご覧ください。

検査で陽性が出た場合は、事業者に対しまして、利用客への注意喚起ですとか飼養施設

の洗浄・消毒、従業員の健康観察等を指導いたします。動物につきましては、動物病院

への受診を指示するとともに、再検査についても希望があれば東京都で行うことをご案
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内いたします。指導の際には、必要に応じて健康安全研究センターから細菌などの病原

性などについてご助言いただきながら指導を行います。 

  次のページに移っていただきまして、検査結果の取扱いについてですが、検討会の場

で報告するとともに、リーフレットですとかホームページなどを利用して、動物取扱業

者に対する情報提供を行います。 

  次に、次のページの別紙２、展示業についてです。屋内施設におきまして、不特定多

数の利用客が動物とのふれあいを行う、いわゆる動物カフェ等におきまして、動物を取

り扱うことによる動物由来感染症病原体の汚染実態を把握するために、施設のふき取り

調査を実施いたします。 

  ２番、調査対象施設についてです。これまでの調査で、病原体の保有状況を把握して

いる、犬、猫、また、動物園で実施しました病原体保有実態調査で検出率が高かった動

物種、反芻動物または豚を含む動物を取り扱う動物カフェ等を対象といたします。汚染

源を限定する目的から、食品の取扱いがある施設は除きまして、来年度につきましては、

１から２施設で実施する予定としております。 

  ３番、対象検体及び検体数は、１施設当たり１０検体程度としまして、飼養施設や飼

養施設内のふれあいスペースにおきまして、動物、従業員または利用客がよく触れる箇

所を中心に動物愛護相談センターの職員がふき取りを実施いたします。 

  ４番、検査項目及び検査方法ですが、実施施設に対しましては、ふき取り調査のほか

に、施設の衛生管理方法ですとか利用客への手洗い等の案内状況などについて、聞き取

り調査を併せて実施いたします。 

  その他の検査項目や検査方法等につきましては、資料にお示ししたとおりです。 

  次のページに移りまして、８番、陽性検体検出時の対応といたしましては、事業者に

対して、飼養施設及びふれあいスペースの洗浄・消毒、利用客への衛生上の注意喚起徹

底について指導いたします。また、動物の健康状態に異常があれば、かかりつけの動物

病院への受診ですとか、獣医師の判断による措置の実施を助言し、必要に応じて、感染

拡大防止のために治療及び隔離を指導いたします。 

  動物取扱業に関する説明は以上となります。 

  続きまして、資料６、令和８年度動物病院における動物由来感染症モニタリング事業

計画について説明いたします。 

  こちらにつきましては、引き続きモニタリング調査とサンプリング調査の実施をして

いく予定としております。モニタリング調査の対象は、今年度と同様の予定です。 

  次のページに移っていただきまして、サンプリング調査についてですが、引き続き、

大腸菌とＳＦＴＳの調査を実施いたします。検査対象のＳＦＴＳですが、来年度も各動

物病院へは、可能な範囲で外飼いの猫を対象とする旨をお願いする予定です。 

  実施期間についてなのですけれども、犬、猫でのＳＦＴＳの発生状況を確認したとこ

ろ、人と異なりまして、春にピークがあり、また、秋に増加傾向が確認できるものの、
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発生は年間を通じて認められることから、今年度と同様に９月から１１月まで、各病院

でひと月に１検体ずつを予定しております。 

  以上です。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  令和８年度の第一種動物取扱業における動物由来感染症調査計画ということで資料５、

それから動物由来感染症モニタリング事業計画ということで資料６の説明でございまし

た。 

  この件に関しまして、ご質問、コメント等はございますでしょうか。 

  中村先生、どうぞ。 

○中村委員 資料５の展示ですね。第一種動物取扱業（種別「展示」）における動物由来

感染症調査計画というところで、屋内での動物カフェを入れるというのはすごくいいな

と思いました。ただ、やっぱり、犬、猫、あと何ですかね。いろんな動物が今触れ合え

るじゃないですか。いろんな動物に手を出すと大変だと思うのですけど、基本、犬、猫、

豚ぐらいまでという感じですかね。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 そうですね。やっぱりまずは出やすいものと、何が

出るかが分かっているものを対象として、ふき取り検体の検査項目を確定して、状況を

まずは把握するということを考えているところです。 

○中村委員 分かりました。ありがとうございます。 

  ふき取り検体をやるということなのですが、これ、結構、大変じゃないかなと思って

いて、ふき取り方もですけど、あと特に飼養施設のケージ内だと、いろんな菌が生えて

くると思うのですよ。例えば私たち、病院の中で、ある病棟で、耐性菌の患者さんが出

ました。２例出たらもう環境調査とかもやることがあるのですけど、それも耐性菌と分

かっているので、その耐性菌だけを生やすような選択培地というのを使ってやっている

ので、コロニーをピックアップする作業はそんなに大変じゃないのですけど、これ、サ

ルモネラ属菌とか大腸菌群だと、たくさんコロニーが、特にこういうケージの中だと生

えてきて、検査される方、すごい大変じゃないかなと思ったのですけど。 

○貞升座長 この件、研究科のほうからどうぞ。 

○健康安全研究センター微生物部病原細菌研究科主任研究員 まず選択性に関しては、そ

もそもが食中毒の検査というのでふき取り検査を健安研ではこれまでもずっと、今も行

っていますので、それを参考に行いまして、大腸菌にせよ、サルモネラにせよ、まずは

増菌とともに選択性のある培地で増やすということを念頭に置いています。もう一つは、

分離まで完全にやることは、今の段階では、そこまでは予定していません。次年度に関

しては、遺伝子検査法で特異的にＰＣＲで引っかけるというような調査を行う予定です。 

○中村委員 ありがとうございます。 

  あとはドアノブとか、人がよく触れる箇所は、それはそこの動物由来なのか、もしか

したら人由来なのかというのは見分けられないとは思うのですけど、もちろんそういう
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ドアノブから出てきちゃったら、やっぱり施設の衛生状態、ちゃんとしなさいという指

導にはつながると思うのですが、そこは逆にあんまり出ないんじゃないかなと思ったり

もして、大変だと思いますけど、興味深い調査だと思います。ありがとうございます。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  ちなみにこれ、動物カフェというのは、飲食業ではないんですよね。飲食はできるん

でしたっけ。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 動物カフェというのは、一般名称にはなるのですけ

れども、動物取扱業の展示というのを対象としている中で、もし飲食物を扱っている場

合は、場合によって食品衛生法で許可ですとか届出が必要というものになります。今回

は、食品を扱っていますと汚染源がさらに複雑になってしまうので、そういった施設は

対象外とすることを考えております。食品衛生法の許可、届出が不要な行為、例えばペ

ットボトルだけ提供とか、スナック菓子、袋菓子だけ提供とかというところを対象にす

るというようなことで考えているところです。 

○貞升座長 売ってはいないということですか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 売っている場合もありますし、全く取り扱っていな

い場合もあるというところです。 

○貞升座長 自己責任で食べるような場所というところですか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 基本は、そこのお店として販売はしていないという。

販売していたとしても、食品衛生上の危害が想定されづらいペットボトルですとか袋菓

子レベルのものということになります。 

○貞升座長 ありがとうございます。よく分かりました。 

  いかがでしょうか。よろしいですか。 

  では、次、よろしくお願いします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 次は資料７をご覧いただければと思います。令和８

年度動物愛護相談センターにおける動物由来感染症調査計画（案）につきまして、城南

島出張所長の藤澤よりご説明いたします。 

○動物愛護相談センター城南島出張所長 令和８年度動物愛護相談センターにおける動物

由来感染症調査計画についてご説明いたします。 

  ２番、調査項目は、令和７年度に実施した調査の継続となります。 

  （１）犬及び猫の寄生虫調査については、調査規模、方法を令和７年度と同様にして、

継続的に感染状況の把握を行っていく予定です。 

  （２）犬及び猫のＳＦＴＳウイルス遺伝子モニタリング調査につきましても、令和７

年度同様に調査を継続する予定ですが、猫の調査規模を令和６年度及び令和７年度の実

績を踏まえて、予定規模よりもちょっと多く検体を採取できたという現場の状況もあり

まして、５０から７０に増やしています。 
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  ４番、調査結果につきましては、動物愛護相談センターの調査研究発表会及び東京都

動物由来感染症検討会に報告し、内容を精査した後に、都民や動物取扱業者を対象とし

た普及啓発材料として活用する予定としております。 

  以上です。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  来年度の動物愛護相談センターにおける動物由来感染症調査計画のご説明でございま

した。 

  ご質問、コメント等はございますでしょうか。いかがでしょうか。 

  どうぞ。 

○中村委員 ＳＦＴＳの調査ですけど、今年度もゼロということで、それはそれでよかっ

たのですけど、結果を出すときに、何月に何頭検査したとかという資料を出していただ

けるといいのかなと思っています。というのは、先ほどの調査でも、ダニの活動期に患

者さんは多いけど、通年出ているから通年調査をやりますというのもあったのですが、

こちらも通年の調査でいいとは思うのですけど、調査対象になった猫が、例えば真冬だ

けとなると、本当にＳＦＴＳの状況を反映しているのかというようにもなるので、調査

した月も一緒に併せて報告いただけると、ちょっと傾向も見えるかなと思いました。 

○動物愛護相談センター城南島出張所長 ありがとうございます。 

○貞升座長 ほか、いかがでしょうか。 

  ちなみに、犬あるいは猫で、ダニがついているような個体というのはどのぐらいいる

のですかね。 

○動物愛護相談センター城南島出張所長 令和７年度は１頭もいませんでした。 

○貞升座長 明らかに外で動いているけども、ダニはついていないというような状況です

かね。 

○動物愛護相談センター城南島出張所長 そうですね、はい。外で保護されたり収容され

たりしているものが対象なんですが、ダニは認めていないです。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  前回、髙藤先生からのご発言があって、そのときもあまりダニがついていないという

ようなお話がたしかあったと思うのですけども、なかなかやっぱり、東京は少し違うの

ですかね。関東近県でＳＦＴＳの感染の動物とか人とか出ていますけど、なかなかちょ

っと違うような感じがします。 

  ほか、いかがでしょうか。 

○髙藤委員 今のそのダニについて。僕が思っているのは、予防をしているからダニがつ

いていないだけで、予防をしていないわんちゃんなんかがうちの近所の山の、森のある

ような公園に夏場行くと、ほぼ間違いなくダニをつけてくるのですね。大量につけてき

ます。うちは神奈川との境なので、相模川のほうとか、そっちに予防していない子が行

くと、ほぼ間違いなくつけているので、予防が浸透しているからついていない。たまた
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ま保護されたわんちゃんについていないというだけであって、飼い犬ですね。猫は珍し

いのですけれども、飼い犬の場合は、予防していなければ、たくさんダニがいるような

ところに行けば、もうほぼつけてくるなという印象ですね。 

○貞升座長 予防というのは、ダニがつかないような薬をつけているというところなので

しょうか。 

○髙藤委員 皮脂腺に入るような塗布する薬もありますが、今、内服のお薬でダニ予防。

予防というか、一瞬ついちゃうのですけれども、なので、ダニは実際、血を吸うことに

なるので、そこからＳＦＴＳがどれくらいのスピードで入ってくるのかとか、そういう

ところが分からないのですが、ダニは１回つくことになりますね。ただ、何時間で落と

せるかというのが、恐らく薬の、今いろいろ開発されているところで、極めて短時間で

ダニを、数時間で落としますよ、みたいな内服のお薬が使われています。 

○貞升座長 そうすると、自分のところの飼い犬とかでダニがついたら、獣医さんのとこ

ろに行かなければ、そのままつき続けるということになるということですかね。 

○髙藤委員 ダニですから、吸血して落ちてというふうにはなりますが、基本的にダニを

つけて来ることになりますね。そうすると、お薬を飲んでもらって、これでやっつけて

ということになります。 

○貞升座長 ありがとうございました。大変よく分かりました。 

  ほかに。どうぞ。 

○中村委員 髙藤先生、お尋ねしてもいいですか。内服のダニの薬って、イベルメクチン

ですか。 

○髙藤委員 イベルメクチンも使うことは多いのですが、今使っているのはいろんな合剤

なのですね。ノミ、ダニ、フィラリア、あと消化管内寄生虫をやっつけるようなオール

インワンというのが今はやっているので。いろんな薬がミックスされて、ＣＭでもやっ

ているようなお薬になるのですけれども、ひと月に１回食べさせると、オールインワン

で感染症をやっつけられるよ、みたいなものが今主流になっています。 

○中村委員 ありがとうございます。 

  あと、先生のところにダニをくっつけてきたわんちゃんとか猫ちゃんのそのダニの種

類とかって、先生、見たりしていらっしゃいますか。 

○髙藤委員 僕、ダニの種類までは専門じゃないので分からないのですが、たまにホルマ

リンに入れて取っておいてはあるのですけれども、ちょっと種類は分からないです。 

○中村委員 ありがとうございます。 

  であれば、動物病院にダニをくっつけてきた、ダニを集めて、ちょっと都案件ででき

るかどうか分からないですけど、ダニから病原体を分離するというのもありかもしれな

いですよね。 

○貞升座長 ウイルス研究科高橋さん、どうですか。 

○健康安全研究センター微生物部ウイルス研究科主任研究員 ダニの調査自体は可能かな
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とは思います。 

○貞升座長 ちなみに都内のダニの種類として、何か多いのとかはありますか。 

○健康安全研究センター微生物部ウイルス研究科主任研究員 今、神奈川との境という話

が出ましたが、神奈川との境の河川敷辺りですと、フタトゲチマダニが取れると聞いて

はいるのですが、やっぱり特別区のエリアに入ってくると、ぐっと生息密度が減ると思

います。 

○中村委員 当院医療圏の公園で、キララマダニと思われるマダニに刺された事例が2件

ぐらいありました。タカサゴキララはＳＦＴＳを媒介するし、西のほうで取れるのも媒

介するので、ダニの情報も面白いというか興味深いなというので、動物病院にくっつけ

てくる猫ちゃん、わんちゃんがいるのだったら、ダニを集めるのは事業としてどうです

かと思います。でも、今、本当にそこにある危機だし、去年の秋ぐらいに都内で初めて

出た犬のＳＦＴＳもどこでもらったか分からないんですよね。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 はい、そうですね。まだちょっと検査体制ですとか、

どうやるのかとか、事業にするまでにいろんなハードルがあるかなとは思うのですけれ

ども、いただいたご意見、検討しながらとは思います。 

○貞升座長 区の中でやるのはなかなかハードルが厳しいかもしれませんが、犬についた

もの、猫についたものというのは、検討していただきたいと思いますので、またよろし

くお願いします。なかなか難しいところもあるかもしれませんが。 

  ほか、いかがでしょうか。話していると多分尽きないのですけど。ここに出席される

皆さんがそう思っているのですけど、なかなか難しいところがあって、それでも多分、

過去に比べると相当進んでいるわけですよね。それは多分、環境保健衛生課の方々がか

なりご尽力されたので、また頑張ってくれると思っております。 

  ほか、いかがでしょうか。 

  森田先生、もしよろしければ、ＳＦＴＳあるいはダニ、あるいはほかのことでも結構

ですけど、ご発言いただければありがたいのですけども、いかがでしょうか。 

○森田委員 はい、森田です。 

  管内の医療機関の先生とお話をするときに、ダニにかまれた、ダニをくっつけてきた

患者さんを診ることは、比較的ほかの地域よりは多いような話は聞いたことはありまし

て、ちょっとやっぱり地域性があって慣れているんだなと思ったことはあります。特段、

特別な経験はほかにはしていないのですけれども、以上です。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  では、次の計画について、よろしくお願いします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 資料８、令和８年度狂犬病調査計画についてご説明

いたします。 

  狂犬病調査につきましては、例年と同様に行ってまいる予定です。 

  （２）の調査対象として資料にあるとおり、犬等と野生動物をＡ群、Ｂ群、Ｃ群の３
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群に分類した上で、（３）の調査規模に応じて検査を実施いたします。Ａ群につきまし

ては、危険度が非常に高いものですので、その都度、緊急に検査を行うこととしており

ます。 

  次のページに移っていただきまして、３の調査結果の取扱いですけれども、実施要領

に基づきまして、結果を厚生労働省に報告いたします。また、本検討会でも実施状況を

報告させていただきます。 

  ４番、陽性時の対応ですが、狂犬病と確定診断された場合には、狂犬病予防法に基づ

く届出ですとか報告、また、国のガイドライン２０１３に準じまして、積極的疫学調査

等を行って、清浄化までの対応を行ってまいります。 

  以上です。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  ただいまの事務局からの説明に関しまして、何かご意見、コメント等、ご質問等はご

ざいますでしょうか。いかがでしょうか。 

  例年どおりというところですよね。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 はい。 

○貞升座長 確認ですけど、陰性という結果は厚労省にお渡ししているということですか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 はい。報告をしております。 

○貞升座長 ありがとうございます。 

  いかがでしょうか。よろしいですか。もしあれば、また最後でも構いませんので。 

  では、事務局はただいまのご検討内容を踏まえまして、調査計画の作成をよろしくお

願いします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 ありがとうございます。 

○貞升座長 それでは、事務局からそのほかの報告事項はございますでしょうか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 はい。 

参考資料３をご覧いただければと思います。先ほど、ちらっとお話にも出ましたけれ

ども、昨年１０月に都内で初めて、犬のＳＦＴＳの症例が確認されました。都内１例目

の報告ということで、注意喚起のために報道発表を行いました。都外滞在歴がありまし

たけれども、どこで感染したかは不明というところになっております。 

  続いて参考資料４になります。こちらは、令和７年度動物由来感染症シンポジウムに

ついてとなります。動物愛護推進員、動物の活動を行っているボランティアの方ですと

か、動物愛護団体、自治体職員等関係者の方を対象として、ワンヘルスの考え方ですと

か、犬・猫由来の人獣共通感染症について、３月末まで講演動画のオンデマンド配信を

行っております。 

○貞升座長 ありがとうございます。ご質問、コメント等はいかがでしょうか。 

  髙藤先生、すみません、一つお聞きしてもよろしいでしょうか。全体的な流れとちょ

っと違うかもしれないのですけど、近々、参考資料４みたいな形で、ＳＦＴＳを主題と
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した、Ｗｅｂセミナーみたいなものが結構あるのですけれども、一般的な獣医さんとい

うのは、このＳＦＴＳに関して、かなり恐れているような雰囲気があるのですけど、昨

年、実は同窓会で自分の同窓生と会ったときに、かなり恐れている方がいらっしゃった

のですけど、そういったことは先生の肌感覚としていかがでしょうか。結構、ご高齢の

獣医さんがお亡くなりになっているというのが、たまに散発的にある状況ですので、よ

ろしくお願いします。 

○髙藤委員 非常に恐れていますというか、臨床の中でもＷｅｂセミナーがかなり開催さ

れているのと、亡くなっている方とか感染している方は非常に獣医師が多いと。職業病

みたいな形になっているので非常に恐れていて、３０％亡くなってしまうような病気で

すから。また、僕たち、若いスタッフも男性も女性も抱えていることもあって、野良猫

で弱っている子たちが来たときにどういうような対策を取るか。病院の院長としても、

しっかり個人防御して接するようにというような形を取るようにしています。みんなち

ょっと警戒しています。 

○貞升座長 ありがとうございます。答えにくいお話だったかもしれませんが、ありがと

うございます。 

  １点だけ付け加えますと、例えば診療中に、猫で注意していても、やはりかまれちゃ

ったり引っかかれちゃうということはあり得るというところなのでしょうか。 

○髙藤委員 もう十分あり得ますというか、猫ですから、動物ですから、やはり飼い猫で

もかまれますし、人間の病院へ行くことはよくあります。犬ももちろんありますし、猫

もありますし。 

○貞升座長 ありがとうございます。よく分かりました。 

  ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、ほかにもしご意見、ご要望がなければ議題は以上になります。 

  本日は委員の先生方から様々なご意見、ご要望が出されました。事務局は本日の意見

を参考にして、今後の動物由来感染症調査事業を進めていただければと思います。 

  それでは、本日の検討をこれにて終了させていただき、進行を事務局にお返しします。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 ありがとうございます。 

  本日は皆様の貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。 

  次回の検討会では、本年度の調査結果について確定したまとめ等をご報告させていた

だきます。次回の検討会の開催は、来年度の７月から８月頃を予定しております。また

日程につきましては、できるだけ早めに事務局より調整させていただきますので、ご協

力いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

○貞升座長 １点、いいですか。恐らく健康安全研究センターの年報で執筆されたと思い

ますがいかがでしょうか。 

○環境保健衛生課動物愛護推進担当 動物取扱業での調査結果について、数年分を定期的

に健康安全研究センターの年報にてご報告させていただいているのですけれども、令和
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５と６年度の２年分について報告の投稿をさせていただきまして、先日、健康安全研究

センターのＷｅｂで公開されましたところです。 

  そうしましたら、本日の検討会につきましては、こちらで終了とさせていただければ

と思います。皆様、本当にありがとうございました。 

（午後３時２８分 閉会） 

 

 


